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2022 年 5 月 11 日 

各 位 
会 社 名 塩 野 義 製 薬 株 式 会 社 
代表者名 代表取締役社長 手 代 木  功 

（コード番号 4507 東証プライム） 
問合せ先 広 報 部 長 京 川  吉 正  

 TEL （06）6209－7885 
 

一般財団法人「シオノギ感染症研究振興財団」の設立 
ならびに自己株式の処分、取得および消却に関するお知らせ

 
塩野義製薬株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：手代木 功、以下「当社」）は、

2022 年 5 月 11 日開催の取締役会において、一般財団法人 シオノギ感染症研究振興財団（以

下、「新財団」）を設立すること、新財団の活動を継続的、安定的に支援する目的で第三者割当に

よる 300 万株の自己株式の処分を行うこと、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適

用される同法第 156 条の規定に基づき、720 万株または 500 億円を上限とする自己株式の取得

を行うこと、ならびに会社法第 178 条の規定に基づき、420 万株の自己株式の消却を行うことを

決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本自己株式の処分に関しましては、

2022 年 6 月 23 日開催予定の当社第 157 回定時株主総会の承認を条件として実施するものとい

たします。また、本自己株式の取得および消却に関しましては、同株主総会にて本自己株式の処

分が承認されることを条件に実施するものといたします。 
 
2019 年末より発生した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、人々の生活に甚大な影

響を及ぼし続けておりますが、世界には三大感染症（エイズ、結核、マラリア）や熱帯病など、

人類にとっての脅威がまだまだ存在し、薬剤耐性（AMR）や変異ウイルスの発生、拡大など、

感染症に対する医療ニーズも数多く残されております。 
当社は「常に人々の健康を守るために必要な最もよい薬を提供する」という基本方針のもと、

事業活動を通じて医療ニーズに応え、社会課題の解決を図ることにより、社会に必要とされる企

業として成長し、その成果をステークホルダーと共有することを目指しております。その上で、

当社の取り組むべきマテリアリティ（重要課題）として「感染症の脅威からの解放」を特定し、

治療薬の研究・開発にとどまらず、啓発・検知・予防・診断ならびに重症化抑制といった感染症

のトータルケアに対する取り組みを進めております。こうした取り組みの一環としまして、平時

からの感染症研究の重要性や感染対策の必要性が改めて見直されている現状を考慮した結果、自

社研究開発の推進、業界団体やパートナーとの連携強化に加えて、新たに感染症に関する研究を

広く支援する枠組みが必要との結論に至り、新財団を設立することといたしました。 
 
新財団は、『人類にとって脅威となる感染症に関する研究を援助奨励し、もって学術の振興お

よび人類の健康と福祉に寄与する』ことを目的に、これらの社会課題解決への取り組みを加速す
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る役割を担うものと考えております。また、こうした活動は、当社グループの経営理念の実現に

資するものであり、企業の持続的成長と中長期的な価値向上に繋がるものと考えております。当

社は、今後も感染症の克服を目指して、様々な活動に積極的に取り組んでまいります。 
 

記 
 
１．新財団の設立について 

（１）財団設立の目的 
人類にとって脅威となる感染症に関する研究を援助奨励することにより、学術の振興、

および人類の健康と福祉の向上に寄与することを目的としています。 
 

（２）財団の概要 
① 名称 一般財団法人 シオノギ感染症研究振興財団 
② 所在地 大阪府大阪市中央区道修町三丁目 1 番 8 号 
③ 代表理事 塩野 元三 
④ 活動内容 日本国内における下記事業 

 (1) 感染症に関する研究助成 
 (2) 感染症に関する研究会・シンポジウム開催およびその助成 
 (3) 感染症に関する注目すべき研究業績に対する褒賞 
 (4) その他この法人の目的を達成するための必要な事業 

⑤ 活動原資 年間約 3 億円 
⑥ 設立年月 2022 年 6 月下旬（予定） 

 
２．自己株式の処分について 

（１）処分要領 
① 処分株式数 普通株式 3,000,000 株 

 
② 処分価額 １株につき１円 
③ 資金調達の額 3,000,000 円 
④ 募集又は処分

方法 
第三者割当による処分 

⑤ 処分先 日本カストディ銀行株式会社 
（三井住友信託銀行株式会社を委託者とする再信託受託者） 

⑥ 処分期日 未定 
⑦ その他 本自己株式の処分については、2022 年 6 月 23 日開催予定の当

社の第 157 回定時株主総会において、有利発行に係る特別決議

を経ることを条件とします。処分に係る他の事項は、当該株主

総会後における取締役会において決議します。 
 

（２）処分の目的および理由 
新財団がその目的に沿った社会貢献活動を継続的、安定的に行うため、当社は三井住

友信託銀行株式会社を受託者、日本カストディ銀行株式会社を再信託受託者、新財団を

受益者とする他益信託（以下、「本信託」）を設定し、本信託は、当社株式を取得しま

す。本信託は、当社株式の配当等による信託収益を新財団に交付し、新財団は当該信託

収益を原資として活動します。 
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（３）調達する資金の額、使途および支出予定時期 

①調達する資金の額 
ア 払込金額の総額 3,000,000 円 
イ 発行諸費用の概算額 0 円 
ウ 差引手取概算額 3,000,000 円 

 

②調達する資金の具体的な使途 

上記差引手取概算額については、新財団の設立準備費用に充当する予定です。 
 

（４）資金使途の合理性に関する考え方 
調達した資金は新財団の設立に関する検討に要した弁護士費用等の諸費用に充当いた

します。各諸費用は新財団の設立に必須のものであり、新財団の活動内容等に鑑みる

と、当該資金使途には合理性があるものと考えております。 
 

（５）処分条件等の合理性 

①払込金額の算定根拠およびその具体的内容 

新財団は、『人類にとって脅威となる感染症に関する研究を援助奨励し、もって学術

の振興および人類の健康と福祉に寄与する』ことを目的として、これらの社会課題解決

への取り組みを加速する役割を担うものと考えております。本自己株式の処分は新財団

の社会貢献活動原資を拠出することを目的としたものであり、調達する資金も上記

（３）②のとおり新財団の設立準備費用に充当することを予定しております。このた

め、1 株につき 1 円という処分価額は、合理的と考えております。なお、本自己株式の

処分は、新財団に対する有利発行に該当するため、当社は 2022 年 6 月 23 日開催予定

の第 157 回定時株主総会において、有利発行に係る特別決議を経ることを条件として

おります。 
 

②処分数量および株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

新財団がその目的に沿った活動を行う団体に対する助成等の事業を継続的、安定的に

実施するための活動支援の原資となる自己株式の処分数量は合理的な規模であると考え

ております。加えて、本信託の枠組みでは、当面は本自己株式処分による株式が大量に

株式市場へ流出することは考えられないため、流通市場への影響は軽微であり、当該処

分数量のレベルは合理的であると考えております。 
また、本自己株式の処分におけるその希薄化の規模は、発行済株式の総数に対し

0.96%（総議決権個数 3,010,818 個に対する割合 1.00%、ともに小数点以下第 3 位を四

捨五入）であり、株式市場への影響は軽微であると考えております。加えて当社では、

2022 年 6 月 23 日開催予定の第 157 回定時株主総会で、本自己株式の処分に係る議案

が承認を経ることを条件に、下記３．の「自己株式の取得について」において、本自己

株式の処分数量を上回る数量の自己株式の取得を計画しており、株式の希薄化に対処す
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る措置を講ずる予定のため、株式の希薄化の規模についても合理的であると判断してお

ります。 
 

（６）処分予定先の選定理由等 

①ア 処分予定先の概要 

日本カストディ銀行株式会社は、本信託の再信託受託者であり、本信託の信託財

産として割当を受けます。 

イ 信託契約の概要（注） 
委託者 当社 
受託者 三井住友信託銀行株式会社 

なお、日本カストディ銀行株式会社は 
本信託契約の再信託受託者となる予定です。 

受益者 一般財団法人 シオノギ感染症研究振興財団 
信託契約日 未定 
信託の期間 未定 
信託の目的 委託者を発行者とする普通株式から生じる配当を信託

収益として受益者に交付し、社会貢献活動を実施させ

ること。 
（注）受託者である三井住友信託銀行株式会社との信託契約については今後詳

細を決定していくことを予定しております。 
 

※なお、当社は、受託者および再信託受託者が、反社会的勢力とは何ら関係を有し

ていないことを確認しています。 
 

②処分予定先を選定した理由 

「（２）処分の目的および理由」に記載の目的を実行するにあたっては、信託業務に

おける豊富な実績・経験を有する三井住友信託銀行株式会社が最適であるとの判断に至

り、同社を受託者とし、日本カストディ銀行株式会社を再信託受託者とする本信託を処

分予定先に選定いたしました。 
 

③処分予定先の保有方針 

本信託は、今後締結する信託契約に基づき、新財団を引き続き受益者の地位に留まら

せるとの信託目的の達成が困難であると認められる場合を除き、処分株式を保有する予

定です。また、信託を終了する際は、信託財産を受益者に現状有姿のまま交付するもの

とします。 
なお、本自己株式の処分により本信託が保有する株式の議決権については、信託期間

を通じて行使しないものとします。 
当社は処分先である日本カストディ銀行株式会社の再信託委託者である三井住友信託

銀行株式会社との間において、払込期日より 2 年間において、当該処分株式の全部又は

一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名および住所、譲渡株式数、譲渡

日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告すること、当社が当該
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報告内容を東京証券取引所に報告すること、ならびに当該報告内容が公衆縦覧に供され

ることにつき、内諾を得ております。 
 

④処分予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

処分先である日本カストディ銀行株式会社は、当社が今後設定する本信託の信託財産

である金銭をもって払込みを行います。 
 

（７）処分後の大株主および持株比率 
処分前（2022 年 3 月 31 日現在） 処分後 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口） 
21.01% 日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口） 
20.80% 

株式会社日本カストディ銀行

（信託口） 
6.39% 株式会社日本カストディ銀行

（信託口） 
7.31% 

住友生命保険相互会社 6.17% 住友生命保険相互会社 6.11% 

株式会社 SMBC 信託銀行（株

式会社三井住友銀行退職給付

信託口） 

3.14% 株式会社 SMBC 信託銀行（株

式会社三井住友銀行退職給付信

託口） 

3.11% 

日本生命保険相互会社 2.78% 日本生命保険相互会社 2.76% 

JP MORGAN CHASE BANK 
385632 

2.51% JP MORGAN CHASE BANK 
385632 

2.49% 

BANK OF CHINA (HONG 
KONG) LIMITED-PING AN 
LIFE INSURANCE 
COMPANY OF CHINA, 
LIMITED 

2.10% BANK OF CHINA (HONG 
KONG) LIMITED-PING AN 
LIFE INSURANCE 
COMPANY OF CHINA, 
LIMITED 

2.08% 

STATE STREET BANK 
WEST CLIENT - TREATY 
505234 

1.64% STATE STREET BANK 
WEST CLIENT - TREATY 
505234 

1.63% 

NORTHERN TRUST CO. 
(AVFC) SUB A/C 
AMERICAN CLIENTS 

1.63% NORTHERN TRUST CO. 
(AVFC) SUB A/C AMERICAN 
CLIENTS 

1.61% 

株式会社三井住友銀行 1.52% 株式会社三井住友銀行 1.50% 

※上記は、発行済株式総数（自己株式を除く）に対する比率（小数点以下第 3 位を切捨て）

を記載しております。 
 
（８）今後の見通し 

今後の当社業績に与える影響につきましては、軽微であると認識しておりますが、開

示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。 
 

（９）企業行動規範上の手続きに関する事項 
本自己株式処分は、①希薄化率が 25％未満であること、②支配株主の異動を伴うも

のではないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独

立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは要しません。 
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（１０）最近３年間の業績およびエクイティ・ファイナンスの状況 

①最近３年間の業績（連結） 
 2020 年 3 月期 2021 年 3 月期 2022 年 3 月期 
売上収益 333,371 百万円 297,177 百万円 335,138 百万円 
営業利益 130,628 百万円 117,438 百万円 110,312 百万円 
税引前利益 158,516 百万円 143,018 百万円 126,268 百万円 
親会社の所有者に帰属する

当期利益 
122,193 百万円 111,858 百万円 114,185 百万円 

基本的１株当たり当期利益 395.71 円 365.03 円 378.75 円 

１株当たり配当金  103.00 円 108.00 円 115.00 円* 

１ 株 当 た り 親 会 社 所

有 者 帰 属 持 分  
2,518.74 円 2,806.67 円 3,236.21 円 

（注）2020 年 3 月期より会計方針を変更しております。            * 予定 
 

②最近の株価の状況 

ア 最近３年間の状況 
 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 

始 値 6,969円 5,217円 5,972円 

高 値 7,133円 7,183円 8,439円 

安 値 4,379円 4,761円 5,438円 

終 値 5,317円 5,952円 7,530円 

イ 最近６ヶ月間の状況 
 2021年 2022年 
 11月 12月 1月 2月 3月 4月 

始 値 7,484円 7,949円 8,109円 7,177円 7,735円 7,430円 

高 値 8,439円 8,333円 8,234円 8,350円 8,019円 7,640円 

安 値 7,011円 7,412円 6,119円 6,837円 6,616円 6,252円 

終 値 7,923円 8,125円 6,427円 7,641円 7,530円 7,271円 

ウ 処分決議日前営業日における株価 
 2022年5月10日 

始 値 7,051円 

高 値 7,118円 

安 値 6,964円 

終 値 7,089円 
 

③最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はございません。 
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ご注意：上記２．自己株式の処分についての文章は、取得勧誘を目的に作成されたものではあり

ません。 
 
３．自己株式の取得について 

（１）自己株式の取得を行う理由 
企業価値のさらなる向上につながる株主還元の強化、資本効率の向上、ならびに経営環

境に応じた機動的な資本政策の遂行を図るとともに、上記２．の自己株式の処分に伴う

株式価値の希薄化に対処するため。 
  

（２）取得に係る事項の内容 
①取得する株式の種類 当社普通株式 
②取得しうる株式の総数 7,200,000 株（上限） 

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 2.39%） 
（小数点以下第 3 位を四捨五入） 

③株式の取得価額の総額 500 億円（上限） 
④取得期間 2022 年 6 月 23 日開催予定の当社第 157 回定時株主総会終

了後から 2022 年 12 月 31 日まで 
⑤取得方法        東京証券取引所における市場買付け 
⑥その他 本自己株式の取得は、上記２．の自己株式処分に関する株

主総会の承認を条件とする。 
 

（ご参考）2022 年 3 月 31 日時点の自己株式の保有 
発行済株式総数 (自己株式を除く)：301,482,780 株 
自己株式数   ：  10,103,385 株 

 
４．自己株式の消却について 

（1）消却に係る事項の内容 
①消却する株式の種類 当社普通株式 
②消却する株式の数 4,200,000 株 
③消却予定日  2023 年 2 月 10 日（予定） 
④その他 本自己株式の消却は、上記２．の自己株式処分に関する株

主総会の承認を条件とする。 
 

以 上 
 
[お問合せ先]  
塩野義製薬ウェブサイト お問い合わせフォーム： 
https://www.shionogi.com/jp/ja/quest.html#3. 

https://www.shionogi.com/jp/ja/quest.html#3

	2022年5月11日
	各　位

